
- 1 -

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
及
び
消
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
新
旧
対
照
条
文

○

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
六
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

別
表
第
四
（
第
一
条
の
十
二
関
係
）

別
表
第
四
（
第
一
条
の
十
二
関
係
）

品

名

数

量

品

名

数

量

綿
花
類

キ
ロ
グ
ラ
ム

綿
花
類

キ
ロ
グ
ラ
ム

二
〇
〇

二
〇
〇

木
毛
及
び
か
ん
な
く
ず

四
〇
〇

木
毛
及
び
か
ん
な
く
ず

四
〇
〇

ぼ
ろ
及
び
紙
く
ず

一
、
〇
〇
〇

ぼ
ろ
及
び
紙
く
ず

一
、
〇
〇
〇

糸
類

一
、
〇
〇
〇

糸
類

一
、
〇
〇
〇

わ
ら
類

一
、
〇
〇
〇

わ
ら
類

一
、
〇
〇
〇

再
生
資
源
燃
料

一
、
〇
〇
〇

可
燃
性
固
体
類

三
、
〇
〇
〇

可
燃
性
固
体
類

三
、
〇
〇
〇

石
炭
・
木
炭
類

一
〇
、
〇
〇
〇

石
炭
・
木
炭
類

一
〇
、
〇
〇
〇

可
燃
性
液
体
類

立
方
メ
ー
ト
ル二

可
燃
性
液
体
類

立
方
メ
ー
ト
ル

木
材
加
工
品
及
び
木
く
ず

一
〇

二

木
材
加
工
品
及
び
木
く
ず

一
〇

発
泡
さ
せ
た
も
の

二
〇

合

成

発
泡
さ
せ
た
も
の

二
〇

樹
脂
類

そ
の
他
の
も
の

キ
ロ
グ
ラ
ム

合

成

三
、
〇
〇
〇

樹
脂
類

そ
の
他
の
も
の

キ
ロ
グ
ラ
ム

三
、
〇
〇
〇

備
考

備
考
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一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

再
生
資
源
燃
料
と
は
、
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
再
生
資
源
を
原
材
料
と
す
る
燃
料
を
い
う
。

六

可
燃
性
固
体
類
と
は
、
固
体
で
、
次
の
イ
、
ハ
又
は
ニ
の

五

可
燃
性
固
体
類
と
は
、
固
体
で
、
次
の
イ
、
ハ
又
は
ニ
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
一
気
圧
に
お
い
て
、
温
度
二

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
一
気
圧
に
お
い
て
、
温
度
二

〇
度
を
超
え
四
〇
度
以
下
の
間
に
お
い
て
液
状
と
な
る
も
の

〇
度
を
超
え
四
〇
度
以
下
の
間
に
お
い
て
液
状
と
な
る
も
の

で
、
次
の
ロ
、
ハ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を

で
、
次
の
ロ
、
ハ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を

含
む
。
）
を
い
う
。

含
む
。
）
を
い
う
。

イ

引
火
点
が
四
〇
度
以
上
一
〇
〇
度
未
満
の
も
の

イ

引
火
点
が
四
〇
度
以
上
一
〇
〇
度
未
満
の
も
の

ロ

引
火
点
が
七
〇
度
以
上
一
〇
〇
度
未
満
の
も
の

ロ

引
火
点
が
七
〇
度
以
上
一
〇
〇
度
未
満
の
も
の

ハ

引
火
点
が
一
〇
〇
度
以
上
二
〇
〇
度
未
満
で
、
か
つ
、

ハ

引
火
点
が
一
〇
〇
度
以
上
二
〇
〇
度
未
満
で
、
か
つ
、

燃
焼
熱
量
が
三
四
キ
ロ
ジ
ュ
ー
ル
毎
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る

燃
焼
熱
量
が
三
四
キ
ロ
ジ
ュ
ー
ル
毎
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る

も
の

も
の

ニ

引
火
点
が
二
〇
〇
度
以
上
で
、
か
つ
、
燃
焼
熱
量
が
三

ニ

引
火
点
が
二
〇
〇
度
以
上
で
、
か
つ
、
燃
焼
熱
量
が
三

四
キ
ロ
ジ
ュ
ー
ル
毎
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
も
の
で
、
融
点

四
キ
ロ
ジ
ュ
ー
ル
毎
グ
ラ
ム
以
上
で
あ
る
も
の
で
、
融
点

が
一
〇
〇
度
未
満
の
も
の

が
一
〇
〇
度
未
満
の
も
の

七

石
炭
・
木
炭
類
に
は
、
コ
ー
ク
ス
、
粉
状
の
石
炭
が
水
に

六

石
炭
・
木
炭
類
に
は
、
コ
ー
ク
ス
、
粉
状
の
石
炭
が
水
に

懸
濁
し
て
い
る
も
の
、
豆
炭
、
練
炭
、
石
油
コ
ー
ク
ス
、
活

懸
濁
し
て
い
る
も
の
、
豆
炭
、
練
炭
、
石
油
コ
ー
ク
ス
、
活

性
炭
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。

性
炭
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。

八

可
燃
性
液
体
類
と
は
、
法
別
表
第
一
備
考
第
十
四
号
の
総

七

可
燃
性
液
体
類
と
は
、
法
別
表
第
一
備
考
第
十
四
号
の
総

務
省
令
で
定
め
る
物
品
で
液
体
で

あ
る
も
の
、
同
表
備
考
第

務
省
令
で
定
め
る
物
品
で
液
体
で
あ
る
も
の
、
同
表
備
考
第

十
五
号
及
び
第
十
六
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
品
で
一
気

十
五
号
及
び
第
十
六
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
物
品
で
一
気

圧
に
お
い
て
温
度
二
〇
度
で
液
状
で
あ
る
も
の
、
同
表
備
考

圧
に
お
い
て
温
度
二
〇
度
で
液
状
で
あ
る
も
の
、
同
表
備
考

第
十
七
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
貯
蔵
保
管

第
十
七
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
貯
蔵
保
管

さ
れ
て
い
る
動
植
物
油
で
一
気
圧
に
お
い
て
温
度
二
〇
度
で

さ
れ
て
い
る
動
植
物
油
で
一
気
圧
に
お
い
て
温
度
二
〇
度
で

液
状
で
あ
る
も
の
並
び
に
引
火
性
液
体
の
性
状
を
有
す
る
物

液
状
で
あ
る
も
の
並
び
に
引
火
性
液
体
の
性
状
を
有
す
る
物

品
（
一
気
圧
に
お
い
て
、
温
度
二
〇
度
で
液
状
で
あ
る
も
の

品
（
一
気
圧
に
お
い
て
、
温
度
二
〇
度
で
液
状
で
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
で
一
気
圧
に
お
い
て
引
火
点
が
二
五
〇
度
以
上

に
限
る
。
）
で
一
気
圧
に
お
い
て
引
火
点
が
二
五
〇
度
以
上

の
も
の
を
い
う
。

の
も
の
を
い
う
。

九

合
成
樹
脂
類
と
は
、
不
燃
性
又
は
難
燃
性
で
な
い
固
体
の

八

合
成
樹
脂
類
と
は
、
不
燃
性
又
は
難
燃
性
で
な
い
固
体
の

合
成
樹
脂
製
品
、
合
成
樹
脂
半
製
品
、
原
料
合
成
樹
脂
及
び

合
成
樹
脂
製
品
、
合
成
樹
脂
半
製
品
、
原
料
合
成
樹
脂
及
び
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合
成
樹
脂
く
ず
（
不
燃
性
又
は
難
燃
性
で
な
い
ゴ
ム
製
品
、

合
成
樹
脂
く
ず
（
不
燃
性
又
は
難
燃
性
で
な
い
ゴ
ム
製
品
、

ゴ
ム
半
製
品
、
原
料
ゴ
ム
及
び
ゴ
ム
く
ず
を
含
む
。
）
を
い

ゴ
ム
半
製
品
、
原
料
ゴ
ム
及
び
ゴ
ム
く
ず
を
含
む
。
）
を
い

い
、
合
成
樹
脂
の
繊
維
、
布
、
紙
及
び
糸
並
び
に
こ
れ
ら
の

い
、
合
成
樹
脂
の
繊
維
、
布
、
紙
及
び
糸
並
び
に
こ
れ
ら
の

ぼ
ろ
及
び
く
ず
を
除
く
。

ぼ
ろ
及
び
く
ず
を
除
く
。
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○

消
防
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
三
十
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

（
水
噴
霧
消
火
設
備
等
を
設
置
す
べ
き
防
火
対
象
物
）

（
水
噴
霧
消
火
設
備
等
を
設
置
す
べ
き
防
火
対
象
物
）

第
十
三
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

第
十
三
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

に
は
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
消
火
設

に
は
、
水
噴
霧
消
火
設
備
、
泡
消
火
設
備
、
不
活
性
ガ
ス
消
火
設

備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
又
は
粉
末
消
火
設
備
の
う
ち
、
そ

備
、
ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備
又
は
粉
末
消
火
設
備
の
う
ち
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
を
設
置
す
る
も
の

れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
い
ず
れ
か
を
設
置
す
る
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

消
火
設
備

防
火
対
象
物
又
は
そ
の
部
分

消
火
設
備

別
表
第
一
（
十
三
）
項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対

泡

消

火

設

備

又

別
表
第
一
（
十
三
）
項
ロ
に
掲
げ
る
防
火
対

泡

消

火

設

備

又

象
物

は

粉

末

消

火

設

象
物

は

粉

末

消

火

設

備

備

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
屋
上
部

泡

消

火

設

備

又

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
屋
上
部

泡

消

火

設

備

又

分
で
、
回
転
翼
航
空
機
又
は
垂
直
離
着
陸
航

は

粉

末

消

火

設

分
で
、
回
転
翼
航
空
機
又
は
垂
直
離
着
陸
航

は

粉

末

消

火

設

空
機
の
発
着
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

備

空
機
の
発
着
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

備

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
道
路
（

水

噴

霧

消

火

設

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
道
路
（

水

噴

霧

消

火

設

車
両
の
交
通
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で

あ
つ

備

、

泡

消

火

設

車
両
の
交
通
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ

備

、

泡

消

火

設

て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下

備

、

不

活

性

ガ

て

総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下

備

、

不

活

性

ガ

同
じ
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
で
、
床
面

ス

消

火

設

備

又

同
じ
。
）
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
で
、
床
面

ス

消

火

設

備

又

積
が
、
屋
上
部
分
に
あ
つ
て
は
六
百
平
方
メ

は

粉

末

消

火

設

積
が
、
屋
上
部
分
に
あ
つ
て
は
六
百
平
方
メ

は

粉

末

消

火

設

ー
ト
ル
以
上
、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
あ
つ
て

備

ー
ト
ル
以
上
、
そ
れ
以
外
の
部
分
に
あ
つ
て

備

は
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

は
四
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
自
動
車

泡

消

火

設

備

、

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
自
動
車

泡

消

火

設

備

、

の
修
理
又
は
整
備
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
で

不

活

性

ガ

ス

消

の
修
理
又
は
整
備
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
で

不

活

性

ガ

ス

消

、
床
面
積
が
、
地
階
又
は
二
階
以
上
の
階
に

火

設

備

、

ハ

ロ

、
床
面
積
が
、
地
階
又
は
二
階
以
上
の
階
に

火

設

備

、

ハ

ロ

あ
つ
て
は
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
一
階

ゲ

ン

化

物

消

火

あ
つ
て
は
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
一
階

ゲ

ン

化

物

消

火

に
あ
つ
て
は
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

設

備

又

は

粉

末

に
あ
つ
て
は
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も

設

備

又

は

粉

末

の

消
火
設
備

の

消
火
設
備

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
駐
車
の

水

噴

霧

消

火

設

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
駐
車
の

水

噴

霧

消

火

設

用
に
供
さ
れ
る
部
分
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

備

、

泡

消

火

設

用
に
供
さ
れ
る
部
分
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

備

、

泡

消

火

設
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一

当
該
部
分
の
存
す
る
階
（
屋
上
部
分
を

備

、

不

活

性

ガ

一

当
該
部
分
の
存
す
る
階
（
屋
上
部
分
を

備

、

不

活

性

ガ

含
み
、
駐
車
す
る
す
べ
て
の
車
両
が
同
時

ス

消

火

設

備

、

含
み
、
駐
車
す
る
す
べ
て
の
車
両
が
同
時

ス

消

火

設

備

、

に
屋
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
階

ハ

ロ

ゲ

ン

化

物

に
屋
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
階

ハ

ロ

ゲ

ン

化

物

を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
部
分
の
床
面

消

火

設

備

又

は

を
除
く
。
）
に
お
け
る
当
該
部
分
の
床
面

消

火

設

備

又

は

積
が
、
地
階
又
は
二
階
以
上
の
階
に
あ
つ

粉
末
消
火
設
備

積
が
、
地
階
又
は
二
階
以
上
の
階
に
あ
つ

粉
末
消
火
設
備

て
は
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
一
階
に

て
は
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
一
階
に

あ
つ
て
は
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
屋

あ
つ
て
は
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
、
屋

上
部
分
に
あ
つ
て
は
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

上
部
分
に
あ
つ
て
は
三
百
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の

以
上
の
も
の

二

昇
降
機
等
の
機
械
装
置
に
よ
り
車
両
を

二

昇
降
機
等
の
機
械
装
置
に
よ
り
車
両
を

駐
車
さ
せ
る
構
造
の
も
の
で
、
車
両
の
収

駐
車
さ
せ
る
構
造
の
も
の
で
、
車
両
の
収

容
台
数
が
十
以
上
の
も
の

容
台
数
が
十
以
上
の
も
の

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
発
電
機

不

活

性

ガ

ス

消

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
発
電
機

不

活

性

ガ

ス

消

、
変
圧
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
設

火

設

備

、

ハ

ロ

、
変
圧
器
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
電
気
設

火

設

備

、

ハ

ロ

備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
部
分
で
、
床
面
積
が

ゲ

ン

化

物

消

火

備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
部
分
で
、
床
面
積
が

ゲ

ン

化

物

消

火

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

設

備

又

は

粉

末

二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

設

備

又

は

粉

末

消
火
設
置

消
火
設
置

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
鍛
造
場

不

活

性

ガ

ス

消

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
鍛
造
場

不

活

性

ガ

ス

消

、
ボ
イ
ラ
ー
室
、
乾
燥
室
そ
の
他
多
量
の
火

火

設

備

、

ハ

ロ

、
ボ
イ
ラ
ー
室
、
乾
燥
室
そ
の
他
多
量
の
火

火

設

備

、

ハ

ロ

気
を
使
用
す
る
部
分
で
、
床
面
積
が
二
百
平

ゲ

ン

化

物

消

火

気
を
使
用
す
る
部
分
で
、
床
面
積
が
二
百
平

ゲ

ン

化

物

消

火

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

設

備

又

は

粉

末

方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

設

備

又

は

粉

末

消
火
設
備

消
火
設
備

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
通
信
機

不

活

性

ガ

ス

消

別
表
第
一
に
掲
げ
る
防
火
対
象
物
の
通
信
機

不

活

性

ガ

ス

消

器
室
で
、
床
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

火

設

備

、

ハ

ロ

器
室
で
、
床
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以

火

設

備

、

ハ

ロ

上
の
も
の

ゲ

ン

化

物

消

火

上
の
も
の

ゲ

ン

化

物

消

火

設

備

又

は

粉

末

設

備

又

は

粉

末

消
火
設
備

消
火
設
備

別

表

第

一

に

掲

げ

る

建

危

険

物

政

令

別

水

噴

霧

消

火

設

別

表

第

一

に

掲

げ

る

建

危

険

物

政

令

別

水

噴

霧

消

火

設

築

物

そ

の

他

の

工

作

物

表

第

四

に

掲

げ

備

、

泡

消

火

設

築

物

そ

の

他

の

工

作

物

表

第

四

に

掲

げ

備

、

泡

消

火

設

で

、

指

定

可

燃

物

を

危

る

綿

花

類

、

木

備

又

は

全

域

放

で

、

指

定

可

燃

物

を

危

る

綿

花

類

、

木

備

又

は

全

域

放

険

物

の

規

制

に

関

す

る

毛

及

び

か

ん

な

出

方

式

の

不

活

険

物

の

規

制

に

関

す

る

毛

及

び

か

ん

な

出

方

式

の

不

活

政

令

別

表

第

四

（

以

下

く

ず

、

ぼ

ろ

及

性

ガ

ス

消

火

設

政

令

別

表

第

四

（

以

下

く

ず

、

ぼ

ろ

及

性

ガ

ス

消

火

設
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こ

の

項

に

お

い

て

「

危

び

紙

く

ず

（

動

備

こ

の

項

に

お

い

て

「

危

び

紙

く

ず

（

動

備

険

物

政

令

別

表

第

四

」

植

物

油

が

し

み

険

物

政

令

別

表

第

四

」

植

物

油

が

し

み

と

い

う

。

）

で

定

め

る

込

ん

で

い

る

布

と

い

う

。

）

で

定

め

る

込

ん

で

い

る

布

数

量

の

千

倍

以

上

貯

蔵

又

は

紙

及

び

こ

数

量

の

千

倍

以

上

貯

蔵

又

は

紙

及

び

こ

し

、

又

は

取

り

扱

う

も

れ

ら

の

製

品

を

し

、

又

は

取

り

扱

う

も

れ

ら

の

製

品

を

の

除

く

。

）

、

糸

の

除

く

。

）

、

糸

類

、

わ

ら

類

、

類

、

わ

ら

類

又

再

生

資

源

燃

料

は

合

成

樹

脂

類

又

は

合

成

樹

脂

（

不

燃

性

又

は

類

（

不

燃

性

又

難

燃

性

で

な

い

は

難

燃

性

で

な

ゴ

ム

製

品

、

ゴ

い

ゴ

ム

製

品

、

ム

半

製

品

、

原

ゴ

ム

半

製

品

、

料

ゴ

ム

及

び

ゴ

原

料

ゴ

ム

及

び

ム

く

ず

に

限

る

ゴ

ム

く

ず

に

限

。

）

に

係

る

も

る

。

）

に

係

る

の

も
の

危

険

物

政

令

別

水

噴

霧

消

火

設

危

険

物

政

令

別

水

噴

霧

消

火

設

表

第

四

に

掲

げ

備

又

は

泡

消

火

表

第

四

に

掲

げ

備

又

は

泡

消

火

る

ぼ

ろ

及

び

紙

設
備

る

ぼ

ろ

及

び

紙

設
備

く

ず

（

動

植

物

く

ず

（

動

植

物

油

が

し

み

込

ん

油

が

し

み

込

ん

で

い

る

布

又

は

で

い

る

布

又

は

紙

及

び

こ

れ

ら

紙

及

び

こ

れ

ら

の

製

品

に

限

る

の

製

品

に

限

る

。

）

又

は

石

炭

。

）

又

は

石

炭

・

木

炭

類

に

係

・

木

炭

類

に

係

る
も
の

る
も
の

危

険

物

政

令

別

水

噴

霧

消

火

設

危

険

物

政

令

別

水

噴

霧

消

火

設

表

第

四

に

掲

げ

備

、

泡

消

火

設

表

第

四

に

掲

げ

備

、

泡

消

火

設

る

可

燃

性

固

体

備

、

不

活

性

ガ

る

可

燃

性

固

体

備

、

不

活

性

ガ

類

、

可

燃

性

液

ス

消

火

設

備

、

類

、

可

燃

性

液

ス

消

火

設

備

、
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体

類

又

は

合

成

ハ

ロ

ゲ

ン

化

物

体

類

又

は

合

成

ハ

ロ

ゲ

ン

化

物

樹

脂

類

（

不

燃

消

火

設

備

又

は

樹

脂

類

（

不

燃

消

火

設

備

又

は

性

又

は

難

燃

性

粉
末
消
火
設
備

性

又

は

難

燃

性

粉
末
消
火
設
備

で

な

い

ゴ

ム

製

で

な

い

ゴ

ム

製

品

、

ゴ

ム

半

製

品

、

ゴ

ム

半

製

品

、

原

料

ゴ

ム

品

、

原

料

ゴ

ム

及

び

ゴ

ム

く

ず

及

び

ゴ

ム

く

ず

を

除

く

。

）

に

を

除

く

。

）

に

係
る
も
の

係
る
も
の

危

険

物

政

令

別

水

噴

霧

消

火

設

危

険

物

政

令

別

水

噴

霧

消

火

設

表

第

四

に

掲

げ

備

、

泡

消

火

設

表

第

四

に

掲

げ

備

、

泡

消

火

設

る

木

材

加

工

品

備

、

全

域

放

出

る

木

材

加

工

品

備

、

全

域

放

出

及

び

木

く

ず

に

方

式

の

不

活

性

及

び

木

く

ず

に

方

式

の

不

活

性

係
る
も
の

ガ

ス

消

火

設

備

係
る
も
の

ガ

ス

消

火

設

備

又

は

全

域

放

出

又

は

全

域

放

出

方

式

の

ハ

ロ

ゲ

方

式

の

ハ

ロ

ゲ

ン

化

物

消

火

設

ン

化

物

消

火

設

備

備

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

東
南
海
・
南
海
地
震
に
係
る
地
震
防
災
対
策
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
（
附
則
第
三

条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

新

旧

（
危
険
物
等
の
範
囲
）

（
危
険
物
等
の
範
囲
）

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

第
四
条

法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
（
石
油
類
、
火
薬
類
及
び
高
圧
ガ
ス
以
外
の
も
の

に
掲
げ
る
も
の
（
石
油
類
、
火
薬
類
及
び
高
圧
ガ
ス
以
外
の
も
の

に
限
る
。
）
と
す
る
。

に
限
る
。
）
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三

四

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三

百
六
号
）
別
表
第
四
備
考
第
六
号
に
規
定
す
る
可
燃
性
固
体
類

百
六
号
）
別
表
第
四
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
可
燃
性
固
体
類

及
び
同
表
備
考
第
八
号
に
規
定
す
る
可
燃
性
液
体
類

及
び
同
表
備
考
第
七
号
に
規
定
す
る
可
燃
性
液
体
類

五

（
略
）

五

（
略
）


